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石井 守、石原 弘、今井 朝子、大寺 廣幸、梶原 ゆみ子、加藤 修、加藤 寧、 
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岩田 秀行（ＮＴＴ）、横山 隆裕（ＮＩＣＴ） 

 

（４）総務省 
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（総合通信基盤局） 
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（５）事務局 

藤田通信規格課長、成瀬国際情報分析官 他 

 

 

 



 

 

４ 議事 

（１） 「国際電気通信連合無線通信総会への対処について」のうち「２０１５年国際電   

気通信連合無線通信総会への対処」について 

（２） ＩＴＵ－Ｔ ＳＧ２０の概要について 

（３） その他 
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開  会 

 

（鈴木部会長）それでは、まだ定刻より少し前でございますが、出席予定の委員、専門委

員の皆様、おそろいでございますので、ただいまから、第９回情報通信審議会情報通信

技術分科会ＩＴＵ部会を始めてまいりたいと思います。 

 本日は、来月１０月２６日から３０日まで、ＩＴＵにおいて無線通信総会、ＲＡ‐１

５が開催されますので、その対処についてご審議をいただきます。ＲＡはＩＴＵ‐Ｒの

ＳＧから提出される勧告案の承認、２０１６年から始まる次期研究開発の研究課題、研

究体制等について審議を行うものです。お手元にありますように、本日の議題といたし

ましては、その１といたしまして、諮問の中にある用語を使っておりますので、長くな

っておりますが、「『国際電気通信連合無線通信総会への対処について』のうち、『２０１

５年国際電気通信連合無線通信総会への対処』について」、ＲＡ‐１５ですね、それと、

「ＩＴＵ‐Ｔ ＳＧ２０の概要について」がございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、まず事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 

（藤田通信規格課長）確認させていただきます。 

 議事次第の下半分のところに配布資料一覧がございますが、まず、資料９‐１といた

しまして、当部会の名簿がございます。それから、９‐２といたしまして、少し厚い資

料ですが、ＲＡ‐１５への対処という資料でございます。９‐３といたしまして、無線

通信部門における今会期の研究体制という、１枚物でございます。９‐４といたしまし

て、これも１枚物ですが、答申書の案でございます。９‐５といたしまして、「ＩＴＵ

‐Ｔ ＳＧ２０の概要」という資料でございます。最後に９‐６といたしまして、「電

気通信システム委員会決定第２号の改正」という２枚物の資料でございます。 

 以上でございますが、もし過不足等ございましたらお知らせください。よろしくお願

いいたします。 

（鈴木部会長）よろしゅうございますでしょうか。途中でお気づきになった場合にも、ど

うぞお申し出をお願いいたします。 
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「国際電気通信連合無線通信総会への対処について」のうち、「２

０１５年国際電気通信連合無線通信総会への対処」について 

 

（鈴木部会長）それでは、本日の議事に入ってまいります。 

 先ほど申し上げましたように、来月１０月２６日から３０日に開催されます無線通信

総会２０１５、ＲＡ‐１５に向けて、ご審議をいただきたいと思います。ここでは諮問

第１号「国際電気通信連合無線通信総会への対処について」を引用いたしますと、２つ

ございまして、１つが、無線通信総会に提出される勧告案に対する評価、２つ目が、無

線通信部門の研究課題の望ましい作業計画、これについて、この諮問は答申を求めてい

るところでございます。本日は、「国際電気通信連合無線通信総会への対処について」

のうち、２０１５年無線通信総会への対処について、ご審議をいただくことになります。

また、ご案内のように、情報通信審議会決定第１号及び情報通信技術分科会決定第４３

号に基づきまして、ＩＴＵ‐Ｒへの対処に関する事項については、当部会の決議をもっ

て、情報通信技術分科会の議決、答申とするということとなっております。したがいま

して、本日ご審議いただきますＲＡ‐１５への対処は、本部会での決議をもちまして答

申とさせていただくことになります。 

 資料９‐２でございますけれども、第１章の総論は事務局からご説明をいただきまし

て、その他の各章は各ＳＧから続けてご説明をお願いしたいと思います。全ての説明が

終わったところで、質疑を行ってまいりたいと思います。 

 それでは、まず事務局から簡潔にご説明をお願いいたします。 

（藤田通信規格課長）それでは、お手元の資料９‐２をご覧いただきたいと思います。 

 総論につきましては、資料を１枚おめくりいただきまして、２ページ目に書いてござ

います。総論ということで、第１パラグラフでは、ＩＴＵ‐Ｒの重要性、それから影響

が大きいことを述べております。２つ目のパラグラフで、本年１０月２６日から３０日

まで、スイスのジュネーブにおいて開催が予定されるＲＡ‐１５では、各スタディーグ

ループ（ＳＧ）から提出される勧告案等の承認、次研究会期の研究課題、研究体制等に

ついて審議が行われると記載しております。３つ目のパラグラフですが、ＲＡにおいて

審議される勧告案及び決議案については、我が国としても、これまでＳＧでの検討に参

加し、策定に貢献した成果であることから、我が国の意見が取り入れられているものを

中心に、基本的に支持することが適当であるといたしております。次のパラグラフ、次
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研究会期の研究課題につきましては、無線システムの発展・周波数利用効率の向上の観

点から、適当な研究課題を支持することが適当であるとしております。次のパラグラフ

で、次研究会期の研究体制については、最新の技術動向を考慮し、多くの専門家が参加

しやすい構成とすることが必要であり、活動の効率性、技術動向の観点から対応するこ

とが適当であるとしております。 

 総論部分は以上でございます。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 それでは、次に、先ほど申し上げましたように、各章につきまして、それぞれの委員

会の主査の皆様からご説明をお願いしたいと思いますが、全体の時間もございますので、

１章あたり、大体３分或いは４分ぐらいを目安に説明をお願いできればと思います。 

 それでは、周波数管理・作業計画委員会から、資料の３ページになりますが、第２章

「ＳＧ１、周波数管理関連の対処について、ご説明をお願いいたします。 

（小林主査）主査の小林でございます。ＳＧ１関連の説明をさせていただきます。 

 まず、ＳＧ１の研究対象ですけれども、周波数管理が研究対象です。周波数管理とい

ってもわかりづらいかもしれませんが、３つのワーキングパーティー（ＷＰ）ができて

おりまして、スペクトラム・エンジニアリング・テクニック、技術の関係、それから２

番目に、スペクトラム・マネジメント・メソドロジー、周波数管理の手法に関して、３

番目が、スペクトラム・モニタリング、電波監視、この３つに関しての研究をしており

ます。 

 ２番目に、今回総会に提出される勧告案でございますけれども、総会への提出の勧告

案はありません。かつ、今会期、かなりたくさんの新規勧告、改訂勧告がありましたけ

れども、全て同時採択承認手続、ＰＳＡＡ、平たく言いますと郵便投票で既に承認され

ておりまして、総会への提出はありません。 

 ３番目の、決議案についてですが、２ページ後に、表に、５つの決議案の改訂案が提

出されるということでありますけれども、内容的には、前回の総会以降、周辺状況の変

化等に伴って、機械的に変更しなければいけない部分の、どちらかというとエディトリ

アルな変更内容でして、特に問題ありません。ＳＧ１の議論でも、特に議論なく承認さ

れているものです。 

 ４番目の、課題についてですけれども、当初、今会期１２件の研究課題がありました

が、会期中に１件新規の追加、それから資料上３件の改訂とありますが、４件でござい
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ます。すみませんが、資料の訂正をお願いいたします。４件の改訂と２件の削除があり

ました。資料としては５ページ、２ページ後の資料に、まず４件、改訂された内容があ

ります。それからその後、次の６ページ目に、継続、改訂なしのものがあって、最後に

研究課題２３７というのが新規に追加されたものです。これらの１１件の研究課題を次

会期に検討するという提案になっております。 

 主要研究課題２件をご説明させていただきます。１件目は、ワイヤレス電力伝送に関

するものです。これは先ほど言いましたスペクトラム・エンジニアリング・テクニック、

それからスペクトラム・マネジメント・メソドロジーという意味では、両方関連する部

分ですが、当面、技術に関する検討をしておりまして、２０１２年に研究課題の変更が

なされまして、それで検討が今進められています。変更の前には、このワイヤレス電力

伝送、太陽光発電衛星というマイクロ波の電力伝送のシステムを中心とした検討を行っ

ていたわけですけれども、近年、携帯電話や電気自動車の充電にこの技術を使おうとい

う技術が着目されておりまして、それの関係の検討ができるように研究課題の内容を拡

大したものです。順調に進んでおります。 

 それから２つ目の研究課題は、ＴＨｚ帯と私どもは呼んでいますが、２７５ＧＨｚ帯

以上で、どういう新しい技術ができるかということの検討、これが日本から昨年提案を

しまして検討が進められている状況です。 

 参考事項として、６ページからの、今会期に新たに承認された、或いは改訂された勧

告のリストがございますけれども、２４件承認されております。今後の動きの中で注目

しておきたい内容は、ワイヤレス電力伝送の関係の検討でございまして、今年１月のＳ

Ｇ１の会合では、日本、米国、韓国、イスラエルから寄書が出まして、それまで作業文

書という格好で動いていたものを、Preliminary Draft New Recommendation、ＰＤＮＲ

と私どもは言っていますが、ＰＤＮＲに格上げすることが中で合意されました。これで

ＰＤＮＲになりますと、関係のＳＧに文書を送って、問題がなければ来年度、これが勧

告化されるという格好になっています。現在のＰＤＮＲの中では６.７８ＭＨｚ帯とい

う周波数帯をこの技術に使えるようにすべきだということの勧告案になっていますが、

日本としては、それに加えて電気自動車の充電用に７９から９０ｋＨｚという低い周波

数帯ですけれども、これを使うべきだという提案をしておりまして、また国内制度的に

も、今、省令改正のパブリックコメント中でございますが、年内に国内制度ができると

いう状況がありますので、勧告の中にこの周波数帯を盛り込むべく努力しているところ
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です。 

 それから最後に、もう一つ、屋内環境における電波雑音の測定手法に関して、これも

日本からの寄書で、現在、ＰＤＮＲに向けた作業文書というところまで行っておりまし

て、引き続きフォローしていきたいと思っております。 

 以上です。 

（鈴木部会長）どうもありがとうございます。 

 それでは、先に進めてまいります。続いて、電波伝搬委員会から、資料９ページです

ね、石井主査、お願いいたします。 

（石井主査）ＳＧ３を担当しております、電波伝搬委員会の主査をしております石井です。

よろしくお願いします。 

 ＳＧ３での研究対象は、電波伝搬を研究対象としております。ＲＡ‐１５に提出され

る勧告案としましては、表の３‐１にございます１件でございます。これはＰ.８３４

‐６で、対流圏の屈折が電波伝搬に与える影響についてです。これは地球・衛星間の経

路上の対流における電波遅延推定のためのモデルを提案するものでございます。また、

３に移りますと、ＲＡ‐１５に提出する決議案については、ＳＧ３としてはございませ

ん。４に移ります。課題の見直しについてですが、表の３‐３に示しております。今会

期では、当初２４件の研究課題があり、会期中に７件の改訂及び１件の削除がございま

した。ＲＡ‐１５において承認が必要とされる改訂及び削除はございません。次会期の

研究課題は、我が国としてその重要性を認識し、引き続き研究を支持していきます。 

 主な研究課題の概略として、２つご紹介をさせていただきます。最初は、研究課題２

１１‐６／３ですが、３００ＭＨｚから１００ＧＨｚの周波数における近距離無線通信

システム及び無線ＬＡＮのための電波モデルと伝搬データということになっております。

こちらは、屋内伝搬勧告Ｐ.１２３８、屋内短距離伝搬勧告Ｐ.１４１１、また遅延及び

角度プロファイル推定勧告Ｐ.１８１６について、検討周波数帯の拡大に伴う伝搬モデ

ルの充実化、或いは適用範囲の拡大等の積極的な寄与を継続しておりまして、我が国か

ら今会期１３件の提案をしております。 

 また研究課題２１４‐５／３ですが、こちらは電波雑音になります。電波雑音勧告Ｐ.

３７２の改訂に向けて、雑音の測定法、また屋内外での雑音強度及びインパルス性雑音

の各種パラメーターについての課題が挙げられており、検討が進められております。我

が国からも、測定データ或いは勧告改訂案を提出する等、積極的な寄与を行っており、
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今会期６件の寄与を行っております。 

 参考事項としまして、ＳＧ３は、２０１３年６月、及び２０１５年４月に開催されま

して、３９件の改訂及び削除勧告案が郵便投票に付され、承認されております。今会期

中に承認された勧告リストを表の３‐４に示しております。 

 重要課題の審議状況について、以下に３件、紹介させていただきます。新勧告Ｐ.２

０４０は、建物侵入損失推定法ですが、建物の材質や構造による影響を考慮するための

新勧告で、様々な構造による損失の理論式、或いは材質の電気的特性の一覧、また、建

物侵入の損失式と実測結果等の情報を記載しております。２番目としまして、電波雑音

の基本的特性ですが、Ｐ.３７２で、電波雑音の基本的特性を示す勧告を出しておりま

す。こちらは、周波数特性検討や無線回線の設計等において参照されるものでございま

す。最後に、短距離伝搬特性推定方法の検討ですが、勧告Ｐ.１４１１について、高周

波数帯での周波数共用評価を可能とする伝搬モデル及び伝搬データの提供、さらに内容

の充実に向けた寄与が求められている状態であり、我が国からも多くの寄与をしている

状況でございます。 

 以上です。 

（鈴木部会長）どうもありがとうございます。 

 それでは、引き続き第４章、資料の２０ページになります。衛星・科学業務委員会主

査、加藤先生、お願いいたします。 

（加藤主査）衛生・科学業務委員会主査の加藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 ＳＧ４の研究対象でございますが、衛星業務を研究対象としております。まずご紹介

させていただくのは、副議長というポストでございますが、これまで我が国からＫＤＤ

Ｉの河合宣行氏を選出して、今、副議長としてリーダーシップを発揮しておりますが、

２期連続というのは一つの慣例として可能でございますので、我が国から引き続き河合

氏が立候補し、これを支持しているところでございます。ＲＡ‐１５に提出される勧告

案につきましては、ＳＧ４からＲＡ‐１５に提出される勧告は、表４‐１の、これは移

動衛星業務に関する新勧告案でございます。簡単にご紹介させていただきますと、この

勧告は、航空機の安全通信に必要な周波数の計算方法を勧告するものでございます。こ

れにつきましては、ＳＧ４の中でここ数年議論させていただきております。我が国とし

ては、この計算方法については積極的に貢献、寄与しているところでございます。次に

ＲＡ‐１５に提出される決議案につきましては、今回、ＳＧ４からはございません。 
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 それから研究課題の見直しにつきましては、今会期は当初から５５件の研究課題、そ

れから会期中に３件が追加されまして、１件の改訂を実施しております。その中で特に

重要なのは、（２）の研究課題、２９２番、これはスーパーハイビジョンについての最

新技術を研究しているものでして、大容量通信を可能とする通信方式、或いは降雨減衰

の対策等を行うのが、今課題となっております。これは我が国としては積極的に関与し

ているものでございます。 

 参考事項として、ＳＧ４は、２０１２年から３年間の間に計４回開催されておりまし

て、２４件の新規及び改訂勧告案が郵便投票に付され、承認されております。その中で

特に一つ重要な課題をご紹介させていただきますと、無線航行衛星業務システムの特性

に関する勧告ということで、我が国から準天頂衛星を積極的に推進している関係で、こ

れについては幾つかの勧告の方針提案を行い、反映されております。 

 ＳＧ４からは以上です。 

（鈴木部会長）どうもありがとうございます。 

 それでは、次に第５章、３７ページになります。地上業務委員会、三瓶主査、お願い

いたします。 

（三瓶委員）地上業務委員会の主査を務めております、大阪大学の三瓶でございます。よ

ろしくお願いします。 

 それでは、研究対象からご説明いたします。ＳＧ５の研究対象ですけれども、ＳＧ５

は移動業務、固定業務、無線測位業務、アマチュア業務、それからアマチュア衛星業務

を研究対象としておりまして、我が国からはＳＧ５議長としてＮＴＴドコモの橋本様が

選出されておりましたけれども、橋本様は今会期で退任される予定でございます。 

 次に、ＲＡ‐１５に提出される勧告案につきましてご説明いたします。勧告案の評価

一覧は、表５‐１にまとめております。今回ＳＧ５から提出される５件の勧告案につき

ましては、我が国として３件を支持、２件を静観の対応といたします。まず、新勧告Ｍ.

［ＡＳＭ‐ＣＨＡＲ‐１５ＧＨＺ］それから、新勧告Ｍ.［ＶＤＥＳ］がございますが、

これらの２件につきましては、ＲＡ後に開催されますＷＲＣの議題に関連する勧告とし

まして、ＲＡに提出されるものでございます。それから、Ｍ.５４１につきましては、

運用手順の追記等、勧告改訂を行うものでございます。以上の３件につきましては、支

持の対応を行います。 

 次に、第一地域の６９４ＭＨｚ以下の既存サービス保護に必要な６９４‐７９０ＭＨ
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ｚ帯ＩＭＴ移動局の帯域外発射、ＯＯＢＥ制限につきましては、主管庁に指針を示した

新勧告Ｍ.［ＢＳＭＳ７００］がございます。また、Ｍ.１０３６もございますけれども、

こちらは無線通信規則におけるＩＭＴに特定された周波数帯のＩＭＴ地上コンポーネン

ト導入のための周波数配置に関する勧告でございまして、ＩＭＴ地上系の周波数アレン

ジメントの４５０から４７０ＭＨｚ、それから６９４から９６０ＭＨｚ、１７１０から

２２００ＭＨｚの各帯域に、新たな配置を含める修正提案となっております。この２件

につきましては静観の対応を行います。詳細な説明は省略させていただきます。 

 次に、ＲＡ‐１５に提出される決議案につきまして、ご説明いたします。決議案の評

価一覧は表５‐２にまとめております。今回の４件の決議案は、いずれもＩＭＴ関連の

決議案でして、いずれも我が国として支持の対応を行います。それから主な決議案とし

ましては、資料に記載されているとおり、まずＩＭＴ‐２０００は３Ｇ対応のものでご

ざいます。それからＩＭＴ‐Advancedは４Ｇ対応ですけれども、これらＩＭＴの名称を

規定する決議５６がございます。５Ｇの呼称としましては、ＩＭＴ‐２０２０、これを

盛り込むための改訂を行うものでございます。２０２０年以降のＩＭＴの将来開発プロ

セスに関する原則に関しては、新決議ＩＭＴ‐PRINCIPLESがございまして、２０２０年

以降のＩＭＴの無線インターフェース勧告等の将来開発プロセスに関する原則、これは

開発の作業工程や進め方に関するものでございますけれども、これについて規定した新

決議案となっております。それからこれら決議案作成に対して、我が国は、ＷＰ５Ｄに

おける寄与文書の入力により、これまで積極的に貢献してまいりました。 

 続きまして、ＳＧ５における次会期の研究課題及びその評価一覧を表５‐３に示しま

す。今会期３１件の研究課題がございましたが、会期中に継続中のものを含めて６件の

新規追加、それから６件の改訂及び８件の削除が行われました。 

 ＳＧ５の主な研究課題を資料に記載しております。例えば研究課題（２）２２９‐３

／５は、地上系ＩＭＴのさらなる開発ですけれども、これは衛星系を除く地上系ＩＭＴ

につきまして、さらなる高度化を伴う技術要件、アプリケーション等の研究を行うもの

となっております。 

 最後に、参考事項について説明いたします。ＳＧ５は、２０１２年１２月、２０１３

年１２月、２０１４年１１月、２０１５年７月に、４回開催され、６８件の新規及び改

訂勧告案等が郵便投票に付され、承認されております。今会期中に郵便投票に承認され

た勧告及び、今後承認が見込まれる勧告のリストは、表の５‐４に示されております。 
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 それから、重要課題の審議状況でございますけれども、例えばＩＭＴにつきましては、

その作業班でありますＷＰ５Ｄにおきまして、地上ＩＭＴシステムの将来技術動向につ

いての新レポートとして、Ｍ.２３２０が２０１４年１１月に完成し、ＳＧ５で承認さ

れました。それから、２０１２年７月から議論が行われてきた５Ｇの将来ビジョンに関

する新勧告案、Ｍ.ＩＭＴ.ビジョンにつきましては、ＳＧ５で採択され、現在、郵便投

票による承認手続が行われている状況でございます。その他詳細は省略しますが、資料

に記載されているとおり、ＩＴＳ、高度道路交通システム、それとＶＨＦデータ交換シ

ステム、それから共同研究で用いられているアンテナの標準輻射パターン等が審議され

ております。 

 ＳＧ５に関しては、以上でございます。 

（鈴木部会長）どうも、ご説明をありがとうございます。 

 それでは、先に進んでまいります。資料の５９ページ、放送業務委員会から、都竹主

査、お願いいたします。 

（都竹主査）放送業務委員会の主査を仰せつかっております、名城大学の都竹でございま

す。ＳＧ６関連につきまして、ご説明させていただきます。 

 資料の５９ページからが該当箇所となります。まず、研究対象でございますけれども、

ＳＧ６は、放送業務を対象としております。現在、我が国からは、副議長として、放送

業務委員会の専門委員でもありますＮＨＫの西田幸博氏を選出いたしております。次に、

２のＲＡ‐１５に提出される勧告案、それから３のＲＡ‐１５に提出される議決案でご

ざいますけれども、いずれもＳＧ６に該当するものはございません。次に、４の課題の

見直しでございますけれども、資料の６２ページから、表の６‐３に一覧を記載してお

ります。今会期は当初６３件の研究課題があり、今会期中に６件の新規、１１件の改訂、

２７件の削除を実施しました。次会期は４２件の研究課題を継続して研究していく予定

でございます。これらの研究課題につきましては、我が国としては引き続き研究を支持

いたします。ＲＡ‐１５で承認が必要とされる改訂及び削除はございません。 

 主な研究課題といたしまして、参考までに８つ記載しておりますけれども、ここでは

３つほど紹介させていただきます。１つ目は、（１）の超高精細度映像、皆さんよくご

存じだと思いますけれども、ウルトラ・ハイ・ディフィニション・テレビジョンでござ

います。ＨＤＴＶを超える、超高精細度映像システムを研究するものでございます。２

つ目が、（４）のマルチメディア放送における共通コアデータフォーマットでございま
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すけれども、日本ではHybridcastと呼んでおりまして、放送通信連携システムですが、

ＩＴＵではＩＢＢ、Integrated Broadcast-Broadbandと呼んでおります。このＩＢＢに

求められるデータフォーマットや、ＡＰＩの仕様を研究するものでございます。３つ目

は、（８）の放送のための高ダイナミックレンジテレビシステムでございます。近年、

各国で導入検討がなされているＨＤＲテレビ、ハイダイナミックレンジテレビジョンで

ございますけれども、これについて研究するものでございます。この課題は、直近の７

月会合で新規研究課題として仮採択されまして、現在承認手続中のものになります。Ｒ

Ａ‐１５までには承認手続が終了する予定でございます。 

 ５の、参考事項でございますけれども、ＳＧ６は、今会期８回開催され、８５件の新

規及び改訂勧告案が、郵便投票に付されまして、承認又は承認手続中であります。今会

期に承認された勧告リストは、資料の７３ページから表の６‐４に記載しております。 

 重要課題の審議状況でございますけれども、資料に５つ記載しておりますが、ここで

は先ほど紹介しました３つの課題について、簡単にご説明させていただきます。１つ目

は、（１）の超高精細度テレビ、ＵＨＤＴＶ関連でございます。ＵＨＤＴＶにつきまし

ては、前会期から研究を進めておりまして、日本は、スーパーハイビジョンの研究成果

に基づいて、ＩＴＵでも先導的な役割を果たしております。今会期では、多くの関連勧

告が策定されました。中でも、ＵＨＤＴＶの色域、フレーム周波数、信号フォーマット

を規定する映像フォーマットの勧告、ＢＴ.２０２０は、大きな成果であります。その

他には、５.１チャンネルを超える新たな音響方式といたしまして、日本のスーパーハ

イビジョンで用いられております２２.２チャンネル音響を含む、マルチチャンネル音

響技術の勧告、ＢＳ.２０５１、ＵＨＤＴＶの番組交換用のデジタルインターフェース

の勧告、ＢＴ.２０７７等を勧告化いたしました。 

 それから、２つ目として、（２）の放送通信連携システム、ＩＢＢの関係でございま

す。日本では、Hybridcastの放送が２０１３年９月に開始されておりまして、実放送の

経験を生かして、ＩＴＵの場でも日本が先導的な役割を果たしております。今会期では、

ＩＢＢの一般的要件を示す勧告、ＢＴ.２０３７、ＩＢＢの技術的要件を示す勧告、Ｂ

Ｔ.２０５３、ＩＢＢシステムの選択指針を示す勧告、ＢＴ.２０７５を勧告化いたしま

した。選択指針を示す勧告には、日本方式のHybridcast、それからヨーロッパ方式のＨ

ｂｂＴＶ、Hybrid Broadcast-Broadbandテレビ、それから韓国方式の３方式が含まれて

おります。 
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 最後に紹介させていただきます３つ目の課題でございますけれども、（５）の高ダイ

ナミックレンジ、ＨＤＲの関係でございます。ＨＤＲは、映像のピーク輝度を従来より

も高め、表現できる明暗の幅を拡大させることで、映像をより鮮明に表現する技術とし

て、現在各国で導入の検討が進められております。ＳＧ６では、ＨＤＲの技術パラメー

ターを規定する新勧告案を検討しております。２０１２年４月の米国からの提案を発端

に、その後、複数の提案が行われ、２０１４年１１月には日本からも提案を行っており

ます。これらの提案を踏まえて、本年７月に新勧告草案が策定されました。本勧告草案

は次会期でも引き続き検討が行われるとともに、ＨＤＲ‐ＴＶの新課題のもとで、ＨＤ

Ｒ‐ＴＶの現行テレビとの互換性等、現行テレビサービスから将来のＨＤＲ‐ＴＶサー

ビスへの移行に伴う技術的な検討を進めていく予定となっております。 

 以上、ＳＧ６関連の説明をさせていただきました。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 それでは、先に進んでまいります。次は、資料の８２ページになります。衛星・科学

業務委員会から、再び、加藤主査、お願いいたします。 

（加藤主査）科学業務、これも先ほどのＳＧ４と一緒に１つの委員会の中で議論している

関係で、私からご紹介させていただきます。 

 ＳＧ７は、科学業務を研究対象としております。まず、ＲＡ‐１５に提出される勧告

案でございますが、今回はございません。ついでに申し上げますと、前回ＲＡ‐１２に

おいては、うるう秒の廃止について大変話題になったのですが、しかし合意されており

ませんでしたので、うるう秒の廃止については、ＷＲＣ‐１５の議題として、現在設定

されております。今回は議論の予定はありません。決議案については、今回このＳＧ７

関連はございません。 

 それから研究課題の見直し、全体としては、三十数件、それから追加された改訂の案

件がございますが、特にこの中で重要と思われる２件の案件についてご紹介させていた

だきますと、１つは、標準電波、これは４０ｋＨｚ及び６０ｋＨｚの電界強度、それか

ら位相変化を観測したり、モデルを立てたり、実測値がモデルとどれだけ合っているか

を比較したりする研究でございまして、我が国としては寄与文書として、これまでずっ

と貢献してきております。それからもう一つは、深宇宙に関する研究課題でございます。

これは惑星の探査、及び宇宙での研究、情報収集を業務としておりまして、深宇宙とい

うことで、英語ではディープスペースと言っておりますが、地球から２００万キロ以上
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離れた宇宙機との通信に用いる業務でございまして、我が国としては「はやぶさ」等の

惑星探査のミッションに該当するわけでございます。これにつきましては、例えばＮＩ

ＣＴの研究の中でも反映されておりまして、貢献しているという状況でございます。 

 参考事項として、これまで３年間で４回の開催、２５件の新規、それから改訂の勧告

案が郵便投票に付され、承認されております。これが表の７‐４にまとめてございます。 

 ＳＧ７のご説明は、以上です。 

（鈴木部会長）どうもありがとうございます。 

 それでは、第８章でございますけれども、ＳＧではなくアドバイザリーグループとい

うことになります。こちらは、周波数管理・作業計画委員会主査、小林様から、再び、

お願いいたします。 

（小林主査）主査の小林です。資料９３ページでございます。 

 こちらはＳＧではなくて、ＢＲの局長に対する助言をすることを任務としております

グループでございますけれども、Radiocommunication Advisory Group、ＲＡＧと言っ

ております。大きく３つの目的がありまして、ＩＴＵ‐Ｒにおける優先順位や戦略の検

討が第１点目。２点目としてはＳＧの活動の指針を策定する。３点目としては、ＩＴＵ

の他部門、ＩＴＵ‐Ｔ等との協力調整の促進を行う。この３つを目的としておりますけ

れども、実質活動を見てみますと、総会と総会の間の状況変化に対応するためにどうし

たらいいかとか、或いは、総会に対する準備をする活動と見ていただいたほうがいいか

と思っております。そういう観点で見ますと、この会期の間で、ＩＴＵ‐Ｒ全体で非常

に大きな変化が必要になってきたかというと、そうでないという感じを実は持っていま

す。部分的な改善をしていくことが必要になってきて、そのための議論をしております

けれども、大幅な変更、例えばＳＧの構成を変えるとか、そういった大きな変更の議論

はなかった状況であります。 

 その中で、ＲＡＧの中でいろいろ議論してきた結果としては、ＩＴＵ‐Ｒ決議の見直

しの検討をしておりますけれども、７つ、検討課題としてはありますが、そのうち３つ

についてご紹介します。１点目は、今年の５月の段階での議論の状況でして、総会にこ

の格好で上がって、さらに議論が深まるという格好かと思っておりますけれども、１点

目が、作業方法の見直し、決議１に関する内容です。作業方法については、ＩＴＵ‐Ｒ

の中でいろいろな会議がありますけれども、総会、それからＳＧ、ＲＡＧ、ＣＰＭ、Ｃ

ＣＶとかという会合がありますが、それぞれの機能と構成について、決議の中でもう少
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し明確に定義すること、それから、それぞれの活動でドキュメンテーション、文書作成

に関して、よく見てみますと、現行の決議ではＩＴＵ‐Ｒのテキストのうち、レポート、

ハンドブック、オピニオン、デシジョンといった文章の作成、改訂、削除の承認手続が

明確に規定されていないという問題がありまして、これについて明確化するための作業

を、これまでコレスポンデンスグループで行っておりました。検討の内容は、総会に提

出されることになります。総会に提出されて、各国からのさらに提案を受けて、また検

討されることになります。 

 ２点目は、各ＳＧの作業プログラムの見直しということで、研究課題を列記するとと

もに、その研究課題の優先順位等を検討するわけですけれども、この決議の中に、研究

課題を有さない研究というのがありまして、その研究をどうすべきかということで、日

本と韓国から共同提案で、そういう研究については会期を超える場合には、ＲＡにおい

て研究課題を設定・承認する必要がある旨の提案をしておりました。ＲＡＧの中での議

論が十分それで合意がとれるところまでいっておりませんので、総会でまた議論がされ

ることになると思います。 

 ３点目は、電気通信標準化部門、ＩＴＵ‐Ｔとの連携・協力についてです。両セクタ

ーの共通関心事項について、これまでも連携してきておりますけれども、ＩＴＵ‐Ｒの

決議６の中で、特定の課題について、セクター間ラポーター会合の作業方法を明記する

ということでの改訂案の提示がされております。具体的には、ＩＴＵ‐ＲのＳＧ６、放

送関係のところと、ＩＴＵ‐ＴのＳＧ１２とかＳＧ９との連携についての内容が、今議

論されている状況です。 

 ＲＡＧの関係は、以上でございます。 

（鈴木部会長）どうもありがとうございます。 

 以上、ＲＡ‐１５対処案の説明を経てまいりました。ご質問、ございませんでしょう

か。いかがでしょうか。 

 小林様、ＲＡＧのご報告、ご説明の中で、今のところ小康状態、何と表現されました

でしょうか。何か、どういう背景があるのか、また次の大きな波とかというのは、いつ

ごろありそうなのか。そんな予感がもしありましたら、その辺のご説明を少しお願いい

たします。 

（小林主査）少し時間をさかのぼるのですけれども、私はずっとこれまで２０年以上の経

験から言いますと、一番大きな波はＣＣＩＲからＩＴＵ‐Ｒに変わったとき、あの変化
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が非常に大きかったかと思います。ＣＣＩＲというのが、どちらかというと学会的な存

在になっているのですね。結論を出さないで、レポートで、ショッピングリストをたく

さんつくるという活動に傾いていたような状況があって、結論がなかなか出ない、勧告

がなかなか出ないということがあって、ＣＣＩＲの最後の総会が８９年で、９２年にＩ

ＴＵ‐Ｒという格好で再編されたわけですけれども、それに伴って活動の焦点を、勧告

を承認することに注力しようというように、大きく変わりました。それでもって勧告承

認が非常に加速されたと思っています。関連して、勧告が非常に難しい状況であった、

ＳＧとＳＧの間の争い、インタースタディーグループのコーディネーションがうまくい

かなかったことについて、当時、新しいＳＧをつくって短期間に結論を出すということ

をやりました。過去にはそういった大きな変化が求められるような状況がありましたが、

現在はそのような状況ではないのではないかという感じで思っています。必要な、世の

中から求められている検討に対しては、きちんと結論を出していくような格好になって

いるのかなと思っていますので、そういう意味で大きな変更は提案されていないのでは

ないかなと、私見ですけれども思っています。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 他にご質問等、ございませんでしょうか。どうぞお願いいたします。 

（水池専門委員）今ご発言のあった、第８章のＲＡＧの関連ですけれども、決議のリスト

を拝見していて気がついたのですが、９６ページの表の下のほうに、決議の１５があり

まして、これはＳＧの議長、副議長の任命とか任期にかかわる決議だと思いまして、４

年前のＲＡで、この議長、副議長を選任する基準のあり方について、結構な議論があり

まして、発展途上国の参加を奨励しようとか、地域バランスやジェンダーバランスを重

視しようと。それ自体は大変に重視すべき課題ではあるのですが、あまりにそれに偏り

過ぎてもいけないということで、我が国からはＳＧの議長、副議長は、その専門性や実

績等をしっかり持っている人があくまでも前提であるという主張をしてきておりまして、

日本から出している議長、副議長の候補者の方は、専門性の高い優れた候補者を出して

いますので、そういう専門的実績が軽視されないようにという主張は、継続してすべき

かと思っております。今回、ＷＰは、今任期の規定がないはずなのですが、仮にこれが

議論されるのであれば、ＷＰは細かい専門性の高い議論をする場所なので、あまり任期

とかそういう決まりだけで割り切ってしまわないで、先ほど申し上げた、専門的実績等

が軽視されないようにという配慮が必要ではないかと思いました。 
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 以上でございます。 

（鈴木部会長）いかがでしょうか。 

（小林主査）この件につきましては、周波数管理・作業計画委員会でも議論がありまして、

具体的には、ＷＰの議長の任期についての提案は、韓国からＲＡＧに出された提案です

けれども、ＲＡＧの中でも結論が出ませんでした。また韓国からは、再度総会に提案さ

れるかもしれないという内容でして、まだどのようになるのかわからない状況ですが、

委員会でのご議論は、水池さんからご意見がありましたように、日本からは専門性とい

うことを重視すべきだということで、そういう意味で慎重に対応するという、委員会の

中でも申し上げたのですが、役所用語では、これはノーという意味だと。そういう議論

をさせていただきました。単に議長、副議長の任期、２会期と同じにすればいいという

議論ではないだろうというのが、委員会の意見です。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 他に、いかがでしょう。どうぞ、お願いします。 

（前田専門委員）ＳＧ５のところで、課題の見直しのところでご説明いただいた、３７ペ

ージですけれども、地上系のＩＭＴのさらなる開発ということで、地上系ＩＭＴに関す

る高度化に伴う技術要件というのは理解できるのですが、アプリケーション等の研究を

行うというのが、アプリケーションとなると、下のレイヤーと上のレイヤーが少しずれ

ていて、かなりの層をカバーしてしまうような気がするのですが、ここで言うアプリケ

ーションというのは、どんなものを想定したらよろしいのでしょうか。 

（三瓶委員）下から３行目のところですか。３、４行目のところですね。中で何が書いて

あったか、あまり覚えてはいないのですが、あくまでも無線、ＩＴＵ‐Ｒですので、Ｓ

Ｇ５なので無線系のところが中心にはなると思いますので、完全にアプリケーションか

なというのは、想定はするのですけれども、中の検討はあくまでも無線系の特に周波数

に関するところがメーンになりますので。 

（前田専門委員）何か一般的なイメージのアプリケーションというのではない感じですか

ね。地上系ＩＭＴに特化したような何かアプリケーションがあるのか、すみません。 

（橋本専門委員）今、三瓶先生がおっしゃったとおりかと思いますが、ここの研究課題の

２２９番にはかなり多様なことが書いてあるのですが、それをこの１行で表現すると、

言葉足らずのことがないわけでもないのですけれども、このようにアプリケーションを
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想定した場合のＩＭＴの技術はどうなるかと。アプリケーションを想定して技術要件と

いうのが固まってきますから、そういう意味で、アプリケーションも含めて研究した上

で、最終的には技術仕様を決めていくと。それがＩＴＵ‐Ｒのスタディーだと思ってい

ただければと思います。 

（前田専門委員）アプリケーションそのものを開発という意味ではないのですか。 

（橋本専門委員）そういうことは、直接はいたしません。 

（前田専門委員）わかりました。 

（鈴木部会長）そういう意味では、この部会の位置づけというのも、いろいろＲとＴが合

同になりまして、各委員会が実質的にどんどん作業を進めていただくという体制になっ

て、部会としてどこまでそういったことをきちんと理解するかということも、主要な課

題であるのかもしれません。ありがとうございます。 

 それでは、よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、現在の研究体制につきまして、事務局で資料の９‐３を準備してくれてお

りますので、説明をお願いいたします。 

（藤田通信規格課長）資料９‐３をご覧いただければと思います。 

 今、各先生方からも少し言及がありましたが、議長、副議長、それぞれ日本の方に務

めていただいておりまして、次の会期にどういう体制になるかという部分につきまして

は、私ども代表団の方の対応ということで、厳密には今回の答申の中には含まれないの

ですけれども、ただ非常に重要な情報かと思いますので、共有をさせていただくために、

この資料を用意いたしました。 

 既にご説明があったとおり、今会期は、ＳＧ４の副議長は河合様、ＳＧ５の議長は橋

本様、ＳＧ６副議長は西田様という体制になっておりますが、次の会期につきましては、

ＳＧ４の河合様につきましては、引き続き務めていただくというような推薦状を出して

おります。それから、ＳＧ５の議長の橋本様におかれましては、今回、２期で満了とい

うことですので、その後継者という意味合いもございまして、同じＮＴＴドコモの新様

を、新たに副議長として推薦する旨のレターを出しております。ちなみに橋本様におか

れましては、今回のＲＡそのものの議長に推薦をさせていただいているところでござい

ます。それからＳＧ６の西田様につきましては、橋本様が退任ということもありますの

で、西田様をＳＧ６の議長に推薦というような形で、それぞれ本年６月に総務省から推

薦のレターを出させていただいておりまして、この体制がしっかり実現できるように、
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現地で対処してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、ご質問、ご意見等、ございますでしょう

か。 

 よろしいでしょうか。是非、今お伺いしましたような線で進むことを私としても強く

希望するところでございます。 

 それでは、以上の議論を踏まえまして、資料９‐４のとおり答申することとしてはど

うかと思います。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

（鈴木部会長）ご同意ありがとうございます。それでは、本案をもって答申とすることと

いたします。 

 ここで、総務省富永総括審議官からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

（富永総括審議官）富永でございます。ありがとうございます。 

 本日は、国際電気通信連合無線通信総会への対処につきまして、その対処のうち、２

０１５年国際電気通信連合無線通信総会への対処ということで、ご審議いただくととも

に、答申をいただきました。誠にありがとうございました。来月でございますけれども、

最終週、スイスのジュネーブで、この無線通信総会が開催されます。本日いただきまし

た答申に沿った形で、私ども、我が国の意見を反映できるよう頑張りたいと思います。

また、我が国が世界に十分に貢献、寄与ができるようにということで、併せて努めてま

いりたいと考えております。本日は、誠にありがとうございました。今後とも、情報通

信行政に対しまして、ご指導、ご鞭撻をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 

ＩＴＵ‐Ｔ ＳＧ２０の概要について 

 

（鈴木部会長）それでは、次の議題（２）に進んでまいります。「ＩＴＵ‐Ｔ ＳＧ２０

の概要」について、事務局からご説明をお願いします。 
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（藤田通信規格課長）１つ目の議題ではＩＴＵ－Ｒの関係をご審議いただきましたが、次

はＩＴＵ‐Ｔの関係の情報共有ということでございます。資料９‐５「ＩＴＵ‐Ｔ Ｓ

Ｇ２０の概要」ということでございまして、本年６月のＴＳＡＧ会合におきまして、Ｓ

Ｇ２０というものが新たに設置されております。所掌は、この「名称」の下にございま

すが、ＩｏＴ、いわゆるInternet of Thingsと、スマートシティ・スマートコミュニテ

ィを含むアプリケーションということでございまして、研究課題はこの表のところにご

ざいますような内容になっておりまして、これまでＳＧ１３ですとか、１１、１６、５

等で扱われてまいりました関連の研究課題を集めてくるような格好で、構成案が提示さ

れているところでございます。 

 こちらの会合の第１回会合が、１０月１９日よりジュネーブで予定されております。

役職者といたしましては、議長はＵＡＥの方ですが、副議長として、富士通の端谷様を

エントリーしているところでございます。 

 これに関連いたしまして、もう一つ、資料９‐６を配布させていただいております。

これは事務的な手続の関係ですけれども、当部会の下に設置されております電気通信シ

ステム委員会の決定第２号の改正ということで、改正内容は、この新旧対照表にござい

ますとおり、「改正後」とあるところの表の下から３段目に、新しくこのＳＧ２０を追

加するとともに、その担当事務局として通信規格課を追加したということでございまし

て、これは既に電気通信システム委員会の中で、メール審議で承認をいただいているも

のでございまして、それを本日ご報告させていただいた次第でございます。 

 説明は以上でございます。 

（鈴木部会長）どうもありがとうございます。 

 ただいまのＩＴＵ‐Ｔ ＳＧ２０に関する説明に対しまして、ご質問はございません

でしょうか。どうぞ。 

（藤本専門委員）質問というわけではないのですけれども、ＳＧ２０が取り扱う領域は、

これから重要なテーマになると思います。新たにこういったものがつくられ、副議長と

して積極的に参加するのは非常にいいことだと思います。企業の中で、ＩｏＴなどに関

連する活動している人たちを見ていますと、必ずしも情報通信の分野だけではない方々

がプレイヤーとしてかかわってくる機会が多くなっているようです。国内での審議等に

おいても、そういう方々に話を聞くような機会等もご検討されるといいのではないかと

思います。 
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（鈴木部会長）事務局、何かございますか。 

（藤田通信規格課長）このＳＧに関しましては、今日は前田専門委員にもご出席いただき

ましたが、ＴＴＣの中に対応するアドホックグループを早速作っていただいておりまし

て、明日にまさに立ち上げということでございまして、その中で、こういった幅広い

方々にもご参加いただきながら対処していくことが大事かと思っております。 

（鈴木部会長）どうぞ、お願いします。 

（平松専門委員）電気通信システム委員会主査の平松です。 

 これはさらっとご説明があって、こういうグループができましたとおっしゃったので

すが、これは歴史的に初めてのケースです。新しいＳＧがゼロからできるのは初めての

ケースで、過去に一度、いわゆる、さっき総会と総会の間の事項をアドバイザリーグル

ープが検討するとありましたが、ＩＴＵ‐ＴだとＴＳＡＧというグループがありまして、

昔、ＳＧ７とＳＧ１０が途中で合体して、ＳＧ１７という、笑い話みたいですけれども、

実際にＳＧ１７ができたことがありまして、これは既存のＳＧをただ２つくっつけただ

けで、しかも、みっともないことに議長も２人、副議長もそのまま、和というような状

態でできたのが、唯一事例があるだけです。一方、今回のこれは全く新しい事例で、い

よいよこういう時代になったかと、私は非常に感慨をもって見ているのですね。大学で、

標準化を教えているのですけれども、ＩＴＵの組織で教えるときに、あれ、２０がいつ

の間にかできているというので驚いてしまった。普通はこの総会ではないとできないよ

うなことが、途中で市場ニーズを捉まえてやった。これは一つ、前田さんがリードして

いるレビュー委員会から働きかけをしたのが、かなり大きいのではないかなということ

で、日本が提案したレビュー委員会の最初の成果とも言えるものではないかと思って、

高く評価していただけるものだと思います。 

 以上です。 

（鈴木部会長）ご紹介ありがとうございました。 

 どうぞ。 

（前田専門委員）平松さんのほうでご説明いただいたのですけれども、今までのＩＴＵは、

無線とは違うのでしょうが、Ｔの場合はレイヤーごとにそれぞれ専門分野が大きく分か

れている中で、昨今、下位のソリューションと上位のソリューションが一緒に議論しな

ければいけないということで、広くはバーティカル課題というような形で、どう体制を

つくろうかという議論になっておりまして、平松先生がおっしゃるように、レビュー委
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員会の中で今までのＳＧと違う仕組みが必要で、いわゆる業界横断的な体制をつくろう

ということで、今回こういった新しいＳＧができました。テーマ的には、ＩＣＴを活用

した気候変動を扱う環境系のグループの人たちが、このスマートシティー・スマートコ

ミュニティーという応用の分野を推進してきたチームの課題と、あとプロトコルを扱う、

いわゆる信号を伝達するＩｏＴの要素技術を扱うネットワークの課題を扱う人たちが持

ち寄ってできたグループでございまして、ＴＴＣでも当面の間は横断的な課題ですので、

複数の専門委員会にかかわる専門家で有志に集まっていただくアドホックで、当面はこ

れに対応していきたい。来年、ＷＴＳＡの総会がありますので、そのＳＧの新体制も見

て、国内での新たな体制を見直していきたいと思っておるところでございます。 

 以上です。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 どうぞ。 

（小林主査）補足的ですけれども、ＩｏＴの扱いについては、ＩＴＵ‐ＲのほうのＳＧ１

も実は大きな関心を持っていまして、１つは、無線システムがどう使われるかというこ

ともあるのですが、より大きな課題として、有線システムと無線システムの共存、コイ

グジステンスがうまくなければいけないということでの検討を、今、しております。発

端は、パワー・ライン・テレコミュニケーション、ＰＬＴのシステムが無線に影響を与

えるというところから始まったのですけれども、その後、例えばＤＳＬのシステムが影

響を与えるかもしれないとか、どんどん有線のテレコミュニケーションのシステムの中

でも、無線周波数帯域と重なる部分が出てきて、そこをどうするのかというのが、ＳＧ

１の周波数管理という観点の検討課題として、若干水面下ではあるのですけれども、議

論になっている状況でございます。ＩｏＴというキーワードもその中に出てきておりま

して、今後、ＳＧという格好で明確に動きが出てくると、多分、リエゾンというような

話が出てくるのではないかと思っています。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。それでは、このＳＧ２０に関する話題はよろしゅうございます

でしょうか。そういたしますと、本日の議事は全て終了でございます。 

 

その他 

 



 

－21－ 

（鈴木部会長）今後の予定等について、事務局からお願いいたします。 

（藤田通信規格課長）本日ご審議いただいたＲＡへの対処につきましては、タイミングを

みまして、今後、当部会の上に設置されております技術分科会の方への報告を予定して

おります。また、当部会につきましては、１０月のＲＡ‐１５の結果報告や、またその

先には、１年後、ＷＴＳＡへの対処等もございますので、そういったものも考慮しなが

ら、詳しい日程につきましては、また部会長と調整の上、別途、皆様方にご連絡をさせ

ていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

（鈴木部会長）ありがとうございます。 

 事務局藤田課長とは、先ほど申し上げましたＩＴＵ‐Ｒ、ＩＴＵ‐Ｔの委員会の主査

等が全員そろう、この日本としてのＩＣＴのデジュールの標準を統括する、ここでの議

決をもって情報通信技術分科会の議決・答申とするということまでの権能が認められて

いる場で、何をどう議論をしていくのがいいのだろうかというご相談を始めております

ので、またこれからも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

閉  会 

 

（鈴木部会長）それでは、これをもちまして、第９回情報通信審議会情報通信技術分科会

ＩＴＵ部会を閉会といたします。本日は、お忙しい中、活発なご議論等をありがとうご

ざいました。 

 


